
お手元の「市民税・府民税納税通知書」または「給与所得等に係る市民税・府民税税額決定・変更通知書」により、

減額・免除の要件のうち、前年の合計所得金額の要件をご確認ください。要件に該当しない場合は対象となりません。

減額・免除の各要件は、大阪市ホームページにも掲載していますのでご覧ください。

㊟お手元に両方の通知書がある場合は、「市民税・府民税納税通知書」により確認してください。

「市民税・府民税納税通知書」の２枚目により、それぞれ次のとおりご確認ください。

Ⓐ前年の合計所得金額

「所得金額、課税標準額及び算出所得割額の内訳」欄のうち、「総所得金額」欄から「退職」欄を合計してください。

Ⓑ同一生計配偶者及び扶養親族の人数

「扶養親族・同一生計配偶者・本人該当の区分」欄のうち、「同一生計配偶者」欄（「＊」の場合は１人とします）及び

「特定扶養」欄から「一般扶養」欄までの人数を合計してください。

「給与所得等に係る市民税・府民税税額決定・変更通知書」により、それぞれ次のとおりご確認ください。

㊟失業の場合は、徴収方法変更後、上記の「市民税・府民税納税通知書」を受け取られた後に、ご確認ください。

㊟※「課税標準」欄のうち「総所得③」欄以外に表示がある場合は、通知書による確認ができませんので、お問い合わせください。

Ⓐ前年の合計所得金額

「給与所得」欄及び「その他の所得計」欄を合計してください。

Ⓑ同一生計配偶者及び扶養親族の人数

「扶養親族等該当区分」欄のうち、「同一生計配偶者」欄（「＊」の場合は１人とします）及び「特定扶養」欄から

「一般扶養」欄までの人数を合計してください。

前年の合計所得金額の要件の確認方法（通知書の見方）

１ページ：㋖合計所得金額欄①

１ページ：㋖事業所得欄④
１ページ：㋖不動産所得欄⑤

１ページ：㋖給与所得欄③
１ページ：㋖継続性所得欄⑦
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Ⓐ

Ⓑ

１ページ：㋖合計所得金額欄①

１ページ：㋖給与所得欄③

１ページ：㋖事業所得欄④・不動産所得欄⑤・継続性所得欄⑦は通知書から確認できませんので、

お手元の申告書の控えや公的年金等源泉徴収票などにより確認してください。

※

Ⓐ

Ⓑ

納税通知書による確認

給与所得等に係る市民税・府民税税額決定・変更通知書による確認
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